
新潟市公告第２９７号 掲示期間 ６．１９―６．２４ 

 

入  札  公  告 

 

 下記の通り一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定に基づ

き公告します。 

 

 令和６年６月１９日 

新潟市長 中 原 八 一 

１ 入札に付する事項 

（１）件 名 新潟市客引き行為等実態調査業務 

（２）品質・規格・数量など 仕様書の通り 

（３）契約の条項を示す場所 新潟市ホームページに掲載 

（４）入札日時・場所 令和６年６月２７日（木）午後３時３０分 

新潟市役所本館２階 契約課入札室 

ただし、郵送で入札する場合は、入札書（様式第４

号）を書留郵便により令和６年６月２６日（水）午

後５時まで（必着）に下記まで提出してください。 

〒９５１―８５５０ 

新潟市中央区学校町通一番町６０２ 番地１ 

新潟市役所 本館 1階 

新潟市市民生活部市民生活課 住基戸籍グループ 

（５）履行期間・履行場所 契約締結日から令和６年９月３０日（月）まで 

新潟市市民生活部市民生活課が指定する場所 

（６）入札方式 契約方式は、総価での入札とします。 

（７）入札保証金 新潟市契約規則第１０条第２号により免除 

（８）入札を無効とする場合 新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該当する

ときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為を

したと認められる場合はその入札の全部を無効と

します。 

（９）入札を中止とする場合 新潟市契約規則第１９条第１項の規定に該当する場

合は、入札を中止することがあります。 

（10）談合情報等により公正な入札

が行われないおそれがあると

きの措置 

談合情報等により、公正な入札が行われないおそれ

があると認められるときは前項の規定による他、抽

選により入札者を決定するなどの場合があります。 



（11）契約保証金 新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定によ

ります。 

（12）予定価格 事後公表します。 

（13）最低制限価格 設けません。 

（14）契約締結について議会の議決

を要するための仮契約 

無 

 

２ 入札参加資格の要件 

（１） 本市の入札参加資格者名簿（業務委託）に登載されている者 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

（３） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措

置を受けていない者 

（４） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第２の９（暴力的不法

行為）の措置要件に該当しない者 

※本件の落札者決定までの間に、上記の要件を満たさなくなった場合は入札参加資格を

喪失します。 

 

３ 入札の参加手続 

一般競争入札に参加を希望する場合、次により申請してください。なお、申請後本市よ

り入札参加資格について説明を求めることがありますのでご承知おきください。申請書

に虚偽の記載が認められた場合は、入札参加資格を喪失します。また、入札参加申請者名

は入札終了まで公表しません。 

（１）提出書類  一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

（２）提出先 

メールアドレス shiminseikatsu@city.niigata.lg.jp 

（３）提出方法  電子メールのみとします。 

（４）申請期限  令和６年６月２４日（月）午後５時まで 

（５）受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前９時～午後５時 

（土・日・祝日を除く） 

（６）結果通知 ６月２５日（火）までに随時、「一般競争入札参加資格確認結果

通知書」を添付し電子メールにより通知します。 

メールは「一般競争入札参加申請書（様式第１号）」に記載して

いただく担当者のメールアドレスに送信します。 

  

mailto:shiminseikatsu@city.niigata.lg.jp


４ 質疑書の提出について  

質疑事項がある場合は、次により質疑書を提出してください。 

（１）様式  質疑書（様式第２号） 

（２）提出期限  令和６年６月２４日（月）午後５時まで 

（３）提出先 

メールアドレス ３（２）のメールアドレス 

（４）提出方法  電子メールのみとします。 

（５）回答方法  令和６年６月２５日（火）までに個別に電子メールで回答する他、 

別途ホームページ（くらし・手続＞防犯・消防・交通安全＞防犯

＞一般競争入札の実施について（客引き行為等実態調査業務)）

へ掲載します。連絡用に返信用電子メールアドレスを記入願い

ます。 

（６） その他  電話での受付は一切行いません。 

 

５ 落札者の決定 

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し

ます。 

ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定

を取り消します。 

 


